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～“住んでよかった”と思える天王寺区をめざして～

２億９，329万円区長自由経費※1

６ ３，627億 万円区ＣＭ自由経費※2

９億2,956万円

令和4年度　　　　   の主な事業天王寺区天王寺区

詳しくはホームページに
掲載しています

※1 区長の裁量のもと区役所が実施する経費
※2 区内で実施する局事業について、区長が
　　 区シティ・マネージャーとして調整する経費

「子育て家庭」への支援を強化します

天王寺区子育て支援室相談事業（166万円）
概要／ 子育て層、特に子育てに不安を抱える方々の身近な総合窓口として、相談や情報提供を実施します。また、家庭児童
 相談員や言語聴覚士・理学療法士による専門相談等その体制や内容を充実させることで、子育て世帯の孤立を防ぐと
 ともに、養育不安を軽減します。

子育て家庭における潜在的リスクへのアプローチ事業等（1,327万円）
概要／ 子育ての悩みを気軽に相談したり、親同士が情報交換できる場の設置や民間保育施設等との情報交換・連携強化に
 よりセーフティーネットを構築し、子育ての不安を抱える親子に対する支援の流れを作ります。

子どもが健やかに育ち、未来に向かって学べる環境づくり

拡 充

子育て支援

令和４年度天王寺区予算

地域の力を結集して、「防災力」向上に取り組みます

地域の力を結集した「防災力」向上の取組防災力
総合防災対策事業（417万円）
概要／ 大規模災害への備えを強化するため、備蓄物資の充実や地域の活動体制を整備するとともに、
 地域・マンションの自主防災活動の支援などにより、区民の総合的な防災力の向上を図ります。

天王寺区の魅力を発信します

歴史的・文化的資産を活かした積極的な魅力発信による地域の活性化にぎわいづくり
天王寺区にぎわいづくり事業（200万円）
概要／ 豊富な歴史的・文化的資産を活かした講演会やまち歩き、区内の学校園と連携した吹奏楽フェス
 ティバルの開催等を通じて、当区の魅力を発信し、にぎわいの創出や地域の活性化を図ります。

区政情報の発信やSDGsの啓発に取り組みます

区政運営の“見える化”を意識した情報発信の強化

SDGsの理解の促進を意識した区政情報の発信（1,577万円）
概要／ 区政運営の“見える化”を意識した情報発信の強化の一環として、区民にとって必要な情報を、広報紙や ホームページ、SNSなどを通じて、迅速に、
 親しみやすく、かつ分かりやすく提供します。

支援を要する人への見守り体制を強化します

気にかける・つながる・支えあう地域福祉地域福祉
独居高齢者等見守りサポーター事業（526万円）
概要／ 地域住民を中心とするボランティアが、75歳以上の独居高齢者や高齢者世帯（介護サービス利用者を除く）を訪問し、
 医療・介護等の課題を早期に発見し、対応します。

地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業（1,263万円）
概要／ 避難行動要支援者名簿のうち、同意の得られた要援護者に対して、地域住民などによる平時の見守り活動を実施するとともに、
 災害時の避難支援への備えの強化を図ります。

情報発信
拡 充

どなたでも、安心して、気軽に相談できる窓口を
天王寺区役所では、各種相談窓口を設けています。相談は全て無料ですので、お気軽にご利用ください（ただし、ご利用は大阪市内在住者に
限ります）。なお、特に記載のないものについては、予約不要です。

令和４年度　天王寺区役所での各種相談

問合せ／ 大阪市総合コールセンター「なにわコール」
 L4301‒7285（８:００～２１:００・年中無休）　K６373‒3302

大阪市では平日や昼間の法律相談を利用できない方のために、第４日曜日
や夜間（年数回程度）にも法律相談を行っています。実施場所や予約方法など
詳しくは、お問い合わせください。

事前確認要弁護士による日曜法律相談＆ナイター法律相談

日時／ ①４月２１日㈭ １４:００～１７:００
 ②１０月２７日㈭ １４:００～１７:００
場所／ 区役所内会議室（予定）
相談時間／１組４５分以内
定員／４組（申込先着順）
申込／ ①４月１４日㈭ ９:００から電話
 ②１０月２０日㈭ ９:００から電話
 ※相談時間の指定はできません。
 ［予約用電話］ L6774-9857
備考／ 予約時、電話が混み合い繋がりにくい場合があります。
 定員に達した時点で受付を終了しますので、ご了承ください。
予約・問合せ／保健福祉課（福祉サービス） L６７７４‒９８５７

離婚・養育費に関する悩みをお持ちの方々のために、弁護士による専門相
談を行っています。大阪弁護士会所属の弁護士が、法律的な知識を要する問
題の相談に応じ、アドバイスを行います。

事前予約要弁護士による「離婚・養育費」法律相談

日時／ ① 子育て相談
  平日 ９:００～１７:００（閉庁日を除く）
　　　② 保育コンシェルジュへの相談
  平日 10:００～１6:15（閉庁日を除く。事前予約優先）
場所／ 区役所２階２２番窓口
予約・問合せ／保健福祉課（子育て支援室） L６７７４‒９８９４・9969

保育士、家庭児童相談員、保健師、栄養士、保育コンシェルジュが、妊娠
期から１８歳までのお子さんの様々な相談に対応し、保育サービス、子育て
支援施設や専門機関の紹介を行います。どんなことでもお気軽にご相談く
ださい。

子育て支援室による子育て相談

日時／ 毎週火・木曜日 ９:１５～１７:３０（休日を除く。事前予約を優先し受付）
場所／ 区役所２階２２番窓口
予約・問合せ／保健福祉課（福祉サービス） L６７７４‒９８５７

就職や資格取得、離婚前相談、ひとり親家庭自立支援給付金の申請等の相談。

ひとり親家庭サポーターによる相談

日時／毎月第１火曜、第２水曜、第３木曜、第４金曜日（休日の場合は翌開庁日）
　　　１３:００～１７:００（５月３日、令和５年１月３日は実施しません）
場所／区役所６階相談室
相談時間／１組３０分以内　定員／８組（申込先着順）
申込／希望する相談日の当日９:00から電話
　　　※相談時間の指定はできません。
　　　［予約用電話］ L６７７４‒９６８３
備考／予約時、電話が混み合い繋がりにくい場合があります。
　　　定員に達した時点で受付を終了しますので、ご了承ください。
　　　同じ内容での繰り返しのご相談はお控えください。
予約・問合せ／事業戦略室（広聴広報） L６７７４‒９６８３

土地・建物、金銭貸借、相続・遺言、離婚・親権など法律的な知識が必要
な問題についての相談。大阪弁護士会所属の弁護士が、法律に照らして判断
した一般的なアドバイスを行います。

当日予約要弁護士による法律相談 その他の専門相談

日時／毎月第２月曜日（１０月１０日、令和５年１月９日は実施しません）
問合せ／事業戦略室（広聴広報） L６７７４‒９６８３

労働問題や年金、社会保険に関する全般的な相談。

社会保険労務士による相談

日時／ ①毎月第１木曜日（５月５日、11月３日、令和５年１月５日は実施しません）
 ②毎月第２、第３火曜日（８月16日、12月20日、令和５年1月10日、3月21日は実施しません）
問合せ／ ①公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部なにわ南支部 L6636-2103
 ②大阪府宅地建物取引業協会なにわ東支部 L６７７３‒０５０６

住宅購入の際の契約や手付金、賃貸マンションやアパート等の申込や契
約、諸費用など、不動産に関する一般的な相談。

不動産相談

日時／毎月第３水曜日（令和５年３月１５日は実施しません）
問合せ／事業戦略室（広聴広報） L６７７４‒９６８３

所得税、相続税、贈与税など、税金全般に関する相談。

税理士による市民相談

日時／毎月第４火曜日（１２月２７日は実施しません）
問合せ／事業戦略室（広聴広報） L６７７４‒９６８３

不動産登記、相続、遺言、成年後見や少額裁判（１４０万円を超えない民事に関
する紛争で簡易裁判所管轄のもの）など権利義務関係に関する全般的な相談。

司法書士による法律相談（不動産登記、相続等）

日時／毎月第４水曜日（１１月２３日は実施しません）
問合せ／事業戦略室（広聴広報） L６７７４‒９６８３

問合せ／行政書士ADRセンター大阪 L６943‒7511（平日10:00～16:00）

相続、遺言、成年後見、帰化や在留資格などに関する全般的な相談。

※ ペットトラブル、賃貸の原状回復トラブル、自転車事故でお困りの方は、調停機関である行政
 書士ADRセンター大阪にお問い合わせください。

行政書士による市民相談（相続、遺言、帰化等）

日時／平日 ９:００～１７:３０（閉庁日を除く）
場所／区役所３階３３番窓口
問合せ／市民協働課（教育文化） L６７７４‒９７43

人権にかかわる情報、人権侵害を受けているなどの相談。

人権相談

日時／ 毎月第３木曜日 １４:００～１６:００（7・8・１２・１～３月は実施しません）
場所／ 区民センター（生玉寺町７-57）
問合せ／真田山公園事務所 L６７６１‒１７７０

グリーナリー天王寺（ボランティア）と大阪市建設局真田山公園事務所に
よる、花と緑に関する相談。

その他、大阪市役所でも各種の無料専門相談を行っています。
詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。
問合せ／大阪市総合コールセンター「なにわコール」
　　　　L４３０１‒７２８５（８:００～２１:００・年中無休）　K６３７３‒３３０２

花とみどりの相談

時間／１３:００～１６:００（受付は１５:３０まで）
相談時間／１組３０分以内
受付／区役所１階区民情報コーナー内
※相談をご希望の方が多数おられる場合は、１２:５０ごろより、
１階受付場所にて番号札をお配りします。
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